
議員提出議案第19号

　　　杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条
　　　例の一部を改正する条例

　上記の議案を提出する。

　　平成23年12月9目

提出者　杉並区議会議員
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　　　杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

　　　例の一部を改正する条例

　杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

（平成23年杉並区条例第38号）の一部を次のように改正する。

　別表議長の項の改正規定中「907，200円」を「859，000円」に改め

る。

　附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。

2　平成24年3月に支給する議長の期末手当の額は、この条例による改正後の杉

　並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下この項において「改

正後の条例」という。）第8条第2項及び附則第5項の規定にかかわらず、これら

　の規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）

から、次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整すべき額」という。）に

相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上と

　なるときは、期末手当は、支給しない。

　（1）　平成23年12月に支給された期末手当の額から、改正後の条例の規定を

　　適用したならば同月に支給されるべきであった期末手当の額を減じた額

　（2）平成23年12．月に支給された議員報酬の月額から、改正後の条例の規定

　　を適用したならば同月に支給されるべきであった議員報酬の月額を減じた額

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

（提案理由）

議長の議員報酬月額を改定する等の必要がある。
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資　料　　1

杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例新旧対照表

新

　別表議長の項中「909，000円」

を「一巴」に改め、同表副
議長の項中「779，000円」を「7

77，400円」に改め、同表委員長の

項中「647，000円」を「645，

00円」に改め、同表副委員長の項中

「620，000円」を「618，80

0円」に改め、同表議員の項中「59

9，000円」を「597，800円」
に改める。

　　　附　則

　　略

　　平成24　3月に支給する議長の期

末手当の額は、

の杉並区議会議　の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例（以下この項にお

いて「改正後の条例」という。）

2項及び附則第5項の規定にかか

これらの規定により算定され

る期末手当の額（以下この項において

「基準額」という。）から、次に掲げる

額のA計額（以下この項において「調

整すべき額」という。）に相当する額を

減じた額とする。

　別表議長の項中「909，000円」

を「一巴」に改め、同表副
議長の項中「779，000円」を「7

77，400円」に改め、同表委員長の

項中「647，000円」を「645，

00円」に改め、同表副委員長の項中

「620，000円」を「618，80
0円」に改め、同表議員の項中「59

9，000円」を「597，800円」
に改める。

　　　附　則

　　略
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＝ ・整すべき額が基準額以上となるとき

は、期末手当は、支給しない。

　た期

平成23　12月に支給され

手当の額から、改正後の条例

の規定を適用したならば同月に支給

されるべきであった期末手当の額を

減じた額

た議員報酬の月額から、改正後の条

例の規定を適用したならば同月に支

給されるべきであった議　報酬の月

額を減じた額

一 2一



資　料　　2

議長の議員報酬の改定の概要

杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例

項　　　　　目 改　　正　　内　　容

議員報酬等 議長の議員報酬月額を引き下げる。

　杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例による改正

職　　　名 改正前 改正後
議　　　長 909，000円 907，200円

　杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例の一部を改正する条例による改正

職　　　名 改正前 改正後
議　　　長 907，200円 859，000円

※　次の調整措置に係る附則を追加する。

　　平成24年3月に議長に支給する期末手当の額から、平成23年12月に
　議長に支給された期末手当の額とこの条例による改正後の議長の議員報
　酬月額に基づき算定された期末手当の額との差額及び平成23年12月に支
　給された議長の議員報酬月額とこの条例による改正後の議長の議員報酬
　月額との差額の合計額を減ずる。

施　行　期　日 公布の日から施行する。
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